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研究成果の概要（和文）： 

目的：触法精神障害者の社会復帰を促進するためには、基本的な精神科治療に加え、生活上の問

題解決につながる認知スキルの向上が重要である。本研究では、触法精神障害者を対象とし,向
社会的問題解決スキルに関係する要因を明らかにするとともに、問題解決力を向上させることを

目的とした認知スキルプログラムを開発した。 
方法：協力施設の受刑者に対する自記式質問紙を実施し、問題解決スキルに影響を及ぼす要因を

調査した。 
結果：精神障害受刑者と一般受刑者を比較したところ、一般受刑者においては、問題解決力に関

連している要因は、「衝動性」「怒りの制御」「精神健康度」「犯罪親和性」「共感性（視点取得）

」であった。精神障害受刑者では、問題解決スキルに影響を与えているのは、「衝動性」と「怒

りの制御」であり、共感性（視点取得）や犯罪親和性は関連が無いか弱いことが明らかになった

。精神障害受刑者において、介入要素として含まれるべきは、まず「感情のマネジメント」であ

り、次いで「問題解決法」であることが示唆された。 
医療観察法対象者に実施されている同種のプログラムを精神障害受刑者向けに改訂して実施

したプログラムを試行した結果の解析結果では、終了後に衝動性に改善傾向が見られたが、問題

解決スキル、共感性、怒りの制御については変化がみられなかった。 
 
研究成果の概要（英文）： 
AIMS: To facilitate rehabilitation of mentally disordered offenders (MDOs), not only 
psychiatric care but also enhancement of their problem solving skills is needed. This study 
aims to clarify factors related to pro-social problem solving skills and to develop a general 
offending behavior program (GOBP) for MDOs. 
METHOD: A questionnaire survey was conducted to clarify factors related to pro-social 
problem solving skills.  
RESULTS: Comparison of non-MDOs and MDOs revealed that in non-MDOs, impulse 
control, anger control, general mental health, criminal sentiments, perspective-taking were 
related to problem solving skills. In MDOs, although impulse control and anger control 
were related to problem solving skills, perspective-taking and criminal sentiments did not 
show any significant relations. The results indicated that for MDOs, emotional 
management and problem-solving were necessary part of the GOBP. The developed GOBP 
was used for three groups and showed trend reduction in impulse control but not in 
problem-solving, empathy, and anger control. 
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１．研究開始当初の背景 
現在、触法精神障害者は、触法行為時点の

責任能力、触法行為の内容（医療観察法の対

象となる他害行為は、殺人・強盗・傷害・放

火・強姦・強制わいせつの既遂・未遂に限ら

れる）などによって、処遇される場所が、医

療観察法指定医療機関であったり、刑務所で

あったりと多様である。触法行為への心理学

的要因の果たす役割の大きさを比較すると、

精神障害受刑者においては、精神障害以外の

要因の影響力が医療観察法対象者に比べて

高いことが予想される。にもかかわらず、法

律整備がなされて間もない現在においては、

再犯防止を目的とした心理学的介入経験が

豊富であるとはいえず、試行錯誤が続いてい

る。触法行為に関連する要因の調査と、見い

だされた要因をターゲットとした介入プロ

グラムを実施することにより、精神障害受刑

者の再犯防止と社会復帰に向けたリハビリ

テーションを促進する可能性があり、大きな

ニーズがあると考えられた。 
 

２．研究の目的 
触法精神障害の中でも、刑務所にて服役中

の精神障害受刑者及び一般受刑者に対して

調査を実施し、犯罪行為に関連が深いとされ

る攻撃性及び怒りの制御に対して影響を及

ぼしている要因を、心理学的要因も含めて断

面的にあきらかにする。 

断面調査の結果をもとに、本邦精神障害受

刑者に適した一般的他害行為防止プログラ

ム （ General Offending Behaviour 
Programme）注 1を開発する。 

 
注 1：一般的他害行為防止プログラムとは、

「犯罪者は、社会的に容認される法王で目標

を達成するために必要な、様々な認知スキル

を持っていない。このことが、彼らの反社会

的行動が派生する原因の根幹にある。（HMP 
ETS Training Manual,2000）」を前提として、

向社会的問題解決スキルを総合的に高める

ことを目的としたプログラムである。この種

のプログラムは、カナダや英国の刑務所など

では、再犯リスクが高い犯罪者では、罪種別

プログラムに入る前の基盤プログラムとし

て提供されており、英国の保安病棟（司法精

神科）では、集団参加可能なほとんどの患者

に対して提供されている。 
 
３．研究の方法 
 
【研究 1】 
＜対象＞下記の包含基準を満たす受刑者 
① 官民協働により運営されている刑務所に

収容されている受刑者、精神障害または

知的障害があり、社会適応訓練を要する

として特別ユニットに収容されている精



神障害受刑者（全員男性）。 
② 研究の目的を説明し、文書による同意を

得られた者 
＜調査方法＞ 
自記式アンケート調査 
＜調査項目＞ 
基本属性： 
年齢、学歴、罪種、過去の犯罪歴等 
尺度： 
多次元共感性尺度日本版(明田ら,1999) 
問題解決能力尺度(梅本 & 佐野,1996） 
Baratt衝動性尺度ver.11日本版（Someya,2001） 
STAXI 日本語版(鈴木＆春木,1994)   
一 般的健康調査票（ General Health 
Questionnaire）30 項目版（中川ら,1985） 
犯罪親和性尺度（Simourd,1999） 
【研究 2】 
一般的他害行為防止プログラムの開発 
データ解析結果を踏まえ、精神障害受刑者向

けの一般的他害行為防止プログラムを開発

する。 
 
４．研究成果 
 
【研究１】 
回収率：アンケート調査では、612 名（一

般 555、特化 57）分の調査用紙が回収され

た。無回答用紙等を覗いた、有効回答数は、

609 名（一般 552、精神障害受刑者 57）で

あった。 
 
結果： 
【研究 1】 
平均年齢は精神障害受刑者の平均年齢は41.9
歳（SD=1.29）、一般受刑者41.5歳（SD=0.47）
であり、有意な差は認められなかった。最終

学歴（中学、高校／専門学校、大学以上）は、

一般受刑の方が高かった（χ2＝13.70, df=2, 
p<.01）。罪種（複数回答か）では、一般受刑

者に比べ、精神障害受刑者では薬物事犯、知

能犯が少なく、放火や粗暴犯の率が高かった。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
精神障害受刑者と一般受刑者を比較した

ところ、一般受刑者においては、問題解決力

に関連している要因は、「衝動性」「怒りの制

御」「精神健康度」「犯罪親和性」「共感性（視

点取得）」と、既存の再犯防止基盤プログラ

ムがターゲットにしてきた「問題解決法」「感

情マネジメント」「社会的推論」に該当する

内容であった。精神障害受刑者では、問題解

決スキルに影響を与えているのは、「衝動性」

と「怒りの制御」であり、共感性（視点取得）

や犯罪親和性は関連が無いか弱いことが明

らかになった。精神障害受刑者において、介

入ターゲットとして強調されるべきは、まず、

第一に「感情のマネジメント」であり、次い

で「問題解決法」であることが示唆された。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
【研究 2】 
カナダの司法精神科において実施されて

いる再犯防止プログラムのうち、基盤プログ

ラムとしてこれまで１７カ国の患者に対し

て提供されてきた一般的他害行為防止プロ

グラムである Reasoning & Rehabilitation 
（Ross & Fabiano,1985）をはじめとした既

存のプログラムを参考にして精神障害受刑

者向けの一般的他害行為防止プログラムを

開発した。Ｒ＆Ｒは本来、一般受刑者向けの

プログラムであるため、精神障害受刑者向け

に以下の改訂を行った。 
・特定のターゲット（例：衝動性）に対応す

るセッションを散在させることなく、モジ

ュールとしてまとめた。 
・各セッションごとに演習内容を書き込め、

重要項目を簡潔に記し、ホームワークを含

めたワークブックを作成した。 

 
また、より本邦精神障害受刑者の実情に即

したものとするため、研究 1の結果をふまえ、

以下の点を考慮に入れ、プログラム内容を最

終的に確定した： 
・問題解決力に関連の強い「衝動性」への対

応として、認知行動療法の中の「問題解決

法」をモジュールとして保持した。 
・問題解決力に関連の強い「怒りの制御」に

ついては、認知行動療法の中の、認知再構

成法をモジュールとして保持した。 
・「視点取得」と「怒りの制御」の相関が高

い（Pearson 相関係数=0.58 p<.002）た

め、視点取得を扱うための社会的推論モジ

ュールを保持した。 

 
その結果、一般的他害行為防止プログラム

の各回の内容は以下のようになった。 

 
図 2 一般的他害行為防止プログラムの構成 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
＜プログラム構造＞ 
回数：全 20 回（各モジュールは５回のセッ

ションで構成され、「問題解決スキル」
「感情マネジメント」「社会的推論」
「コミュニケーションスキル」の４モ
ジュール構成） 

参加者：４～10 人 
時 間：1.5 時間 
スタッフ：リーダー１名、コリーダー１名以上 
準 備：配布物、掲示物、白板 
 
＜試行結果＞ 
対象者：精神障害受刑者 23 名 
測 定：介入前、介入後３ヶ月後 
  
尺度はいずれも日本語版を用いた： 

多次元共感性尺度(明田ら,1999) 
問題解決能力尺度(梅本 & 佐野,1996） 
Baratt 衝動性尺度 ver11（Someya,2001） 
STAXI(鈴木＆春木,1994)   

結 果： 
プログラムを試行した結果では、終了後（介

入後～３ヶ月後）に衝動性に改善傾向がみら

られたが、問題解決スキル、共感性、怒りの

制御については対照群と介入群の間に変化は

みられなかった。 
 



 
考 察： 
開発したプログラムは、対象行為別プログ

ラムの準備性を高めることを意図した基盤

プログラムであり、使用した尺度は目的にか

なった測定が出来なかった可能性がある。 
 問題解決スキルの改善が見られた精神障

害受刑者と見られなかった受刑者の比較な

ど、さらなる検討が必要である。 
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